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平成２４年度 建設工事等における入札制度等の改正について平成２４年度 建設工事等における入札制度等の改正について平成２４年度 建設工事等における入札制度等の改正について平成２４年度 建設工事等における入札制度等の改正について
１．建設工事等の入札における最低制限価格の取り扱いについて１．建設工事等の入札における最低制限価格の取り扱いについて１．建設工事等の入札における最低制限価格の取り扱いについて１．建設工事等の入札における最低制限価格の取り扱いについて

小松島市変動型最低制限価格制度事務取扱要領に基づく最低制限価格の取り扱いにつきまして、次のとおり改正いたします。

旧 新

（対象工事） （対象建設工事等）

第２条 次条による変動型最低制限価格制度の対象とする工事は，設計金 第２条 次条による最低制限価格制度の対象は，小松島市が入札に付する

額が１億円未満の建設工事とする。ただし，小松島市建設工事等審査委員 全ての建設工事等とする。

会が必要と認める場合はこの限りではない。

（最低制限価格の算定方法） （最低制限価格の算定方法）

第３条 最低制限価格は，次式により算出するものとする。 第３条 最低制限価格は，次式により算出するものとする。

建設工事の最低制限価格（税抜）

最低制限価格＝（平均入札額＋予定価格×２）／３×０．８５

最低制限価格＝（平均入札額＋予定価格×２）／３×０．８５

平均入札額は，予定価格(税抜)の制限の範囲内で有効な入札を行った全

ての入札書を対象に算出する。平均入札額の算定においては，予定価格(税 平均入札額は，予定価格(税抜)の制限の範囲内で有効な入札を行った全

抜)の８５％未満の入札書は予定価格(税抜)の８５％とみなして算出する。 ての入札書を対象に算出する。平均入札額の算定においては，予定価格(税

なお，最低制限価格(税抜)の設定の単位については，千円単位とし，千 抜)の８５％未満の入札書は予定価格(税抜)の８５％とみなして算出する。

円未満を切り捨てるものとする。また，予定価格(税抜)の８５％の額とし なお，最低制限価格(税抜)の設定の単位については，千円単位とし，千

て算出する場合も同様とする。 円未満を切り捨てるものとする。また，予定価格(税抜)の８５％の額とし

て算出する場合も同様とする。

建設工事に係る調査、測量、及び設計業務等の最低制限価格（税抜）

最低制限価格＝（平均入札額＋予定価格×２）／３×０．８５

平均入札額は，予定価格(税抜)の制限の範囲内で有効な入札を行った全

ての入札書を対象に算出する。平均入札額の算定においては，予定価格(税

抜)の６０％未満の入札書は予定価格(税抜)の６０％とみなして算出する。

なお，最低制限価格(税抜)の設定の単位については，千円単位とし，千

円未満を切り捨てるものとする。また，予定価格(税抜)の６０％の額とし

て算出する場合も同様とする。

その他、詳細につきましては、小松島市ホームページに掲載された「小松島市最低制限価格制度事務取扱要領」を参照願います。
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２．小松島市総合評価落札方式の実施方針について２．小松島市総合評価落札方式の実施方針について２．小松島市総合評価落札方式の実施方針について２．小松島市総合評価落札方式の実施方針について

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の施行に伴い、公共工事の品質確保の促進を図るため、施工計画、技術提案、同種建設工事等の施工実績等

に基づく入札参加者の技術的能力と入札価格とを総合的に評価する総合評価落札方式の実施について、次のとおり定めることとします。

第１ 対象となる建設工事

総合評価落札方式に付する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に定める建設工事をいう。以下同じ。）は、予定価格が

５千万円以上のものとする。

ただし、小松島市建設工事等審査委員会において、入札参加者の施工実績、社会性、地域貢献や現場条件の熟知等の技術的能力が求められる建設工

事で、総合評価落札方式によることが適当であると認められるもの、又は、災害対策等の緊急性を要する建設工事であり、総合評価落札方式によるこ

とが適当でないと認められるものについては、この限りでない。

第２ 総合評価方式の方式

総合評価落札方式の適用にあたっては、対象建設工事規模や技術的な特性に応じて次に掲げるいずれかの方式を選択する。

１ 施工能力審査型

予定価格が１億５千万円未満の技術的な工夫の余地が小さい建設工事において、入札参加者から求める工事成績等の評価項目に基づき技術力と入

札価格とを総合的に評価するもの。

２ 簡易型

予定価格が１億５千万円以上１０億円未満の技術的な工夫の余地が小さい建設工事において、入札参加者から求める簡易な施工計画や工事成績等

の評価項目に基づき技術力と入札価格とを総合的に評価するもの。

３ 標準型

予定価格が１０億円以上の技術的な工夫の余地が大きい工事において、入札参加者に環境の維持、交通の確保、安全対策及び工期の短縮等社会的

要請の高い特定の技術的課題について施工上の工夫等の技術提案を求め、この技術提案等に基づき技術力と入札価格とを総合的に評価するもの。

その他、詳細につきましては、小松島市ホームページに掲載された「小松島市総合評価落札方式の実施方針」を参照願います。
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３．現場代理人に関する取り扱いについて３．現場代理人に関する取り扱いについて３．現場代理人に関する取り扱いについて３．現場代理人に関する取り扱いについて

請負契約の的確な履行を確保するために、小松島市建設工事請負約款に関する規則第９条の規定により、現場代理人の設置及び工事現場への常駐を義務

付けておりますが、平成２４年６月１日以降に契約する工事から、次の要件をすべて満たす場合に限り、現場代理人が２つの工事について兼務することを

認めることとします。

１ 要件

（１）兼任しようとする工事が、すべて小松島市が発注した工事。

（２）当初請負金額が小松島市契約規則第１７条の２に定める、１３０万円以下であり、区画線工事、舗装工事、標識設置工事、照明灯工事のいずれ

かであること。または、施工中の工事と直接関連する別の工事を地方自治法施行令第１６７条の２に定める随意契約で受注した工事であること。

（３）発注者が現場代理人の工事現場への常駐が可能と認めた工事。

（４）兼任させようとする現場代理人が、他の工事で建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条第３項の規定による専任を要する主任技術者又

は監理技術者でないこと。

現場代理人１人につき、兼任することができる工事の件数は２件までとする。

この場合において、完成届を受理した工事については、その件数に含まないものとする。

２ 現場代理人の兼務についての申請方法等

（１）請負者は、現場代理人を兼務させる予定の工事及び現場代理人の兼務となる他の工事の各監督員と協議を行う。

（２）請負者は、協議の結果、双方の工事の安全管理、現場管理等に支障がないと判断した場合、「現場代理人兼務申請書」並びに「現場代理人及び

主任技術者選任通知書」に必要となる事項を記入し、兼務させる予定工事の監督員に提出する。兼務となる他の工事の監督員には「現場代理人兼

務申請書」の写しを提出する。

（３）兼務となる工事の双方の監督員が協議し、現場代理人の兼務が可能か確認する。

３ 留意事項

（１）請負者は、発注者が現場代理人の兼務について認めないときは、「現場代理人及び主任技術者選任通知書」を再提出するものとする。

（２）請負者又は監督員は、工程の変更等により、 現場代理人の工事現場への常駐に支障があると判断した場合、協議を行い、現場代理人を変更で

きるものとし、速やかに手続きを行うものとする。

その他、詳細につきましては、小松島市ホームページに掲載された「小松島市公共工事における現場代理人常駐義務緩和措置取扱要領」を参照願います。
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４．地域建設業経営強化融資制度の適用について４．地域建設業経営強化融資制度の適用について４．地域建設業経営強化融資制度の適用について４．地域建設業経営強化融資制度の適用について

急激な経済環境の変化、建設投資の急速な減少、資材価格の高騰等により、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者は極めて厳しい状況に直面し

ていることから、国においては建設業の資金調達の円滑化を支援するため、平成２０年１０月１７日付け国土交通省建設流通政策審議官通知により、「地

域建設業経営強化融資制度」が創設されましたことから、本市においても、経済・雇用対策の取り組みの一つとして、本制度の適用を開始します。

１．制度の概要

小松島市と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者が、地域建設業経営強化融資制度による融資を希望する場合、小松島市から未完成工事

にかかる工事請負代金債権の譲渡承諾を得た上で、これを担保に金融機関等から融資を受けられる制度です。

【特徴】

従来の下請セーフティネット債務保証事業の工事出来高分までの融資と違い、出来高を超える部分までの融資を受けることができます。

２．対象となる建設業者

小松島市が発注した工事を受注している中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額もしくは出資の総額が２０億円以下または常時使用する従業

員数が1,500人以下の建設業者)

３．対象工事

工事請負代金の額が1,000万円以上の工事で、出来高が２分の１以上に到達したと認められる工事

【対象外工事】

・低入札価格調査の対象となった者と契約した工事

・債務負担行為等により工期が複数年度にわたる工事で、当該年度が最終年度でない工事

・履行保証を付した工事で、役務的保証を必要とする工事

・その他建設業者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事等

４．債権譲渡先

事業協同組合等（事業協同組合（事業協同組合連合会等を含む。）又は民法上の公益法人である建設業者団体をいう。）又は建設業の実務に関して

専門的な知見を有すること、地域建設業経営強化融資制度に係る元請業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件

を満たす者として財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、元請業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事

業を行う者

５．実施時期

平成２４年６月１日から平成２５年３月末まで

その他、詳細につきましては、小松島市ホームページに掲載された「小松島市公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡の承諾等に関する事務取扱要領」

を参照願います。
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５．前金払の取り扱いについて５．前金払の取り扱いについて５．前金払の取り扱いについて５．前金払の取り扱いについて

小松島市競争契約入札心得第７条（前金払の特約）における「工期が６０日以上ある場合」との規定を廃し、小松島市建設工事請負契約約款に関する規

則第２８条の規定に基づき、請負代金額が500万円以上の場合であって請負代金額が500万円以上の場合であって請負代金額が500万円以上の場合であって請負代金額が500万円以上の場合であって、、、、発注者において前金払をすることができるものであると認めたときといたします発注者において前金払をすることができるものであると認めたときといたします発注者において前金払をすることができるものであると認めたときといたします発注者において前金払をすることができるものであると認めたときといたします。。。。

旧 新

（前金払の特約）

第７条 請負金額及び受託金額が500万円以上及び工期が60日以上である 削除

場合は、契約締結時に、申し出により10分の４以内（業務委託にあっては

10分の３以内）の前払いをすることができる。ただし公共工事の前払金保

証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）の規程による保証事業会社

の保証がない場合は、前金払いをしない。


